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令和５年広審第２７号 

裁    決 

押船Ａ被押はしけＢモーターボートＣ衝突事件 

 

  受  審  人  ａ１ 

    職  名 Ａ一等航海士 

    海技免許 四級海技士（航海） 

  受  審  人  ｂ 

    職  名 Ｃ船長 

    操縦免許 小型船舶操縦士 

 

 本件について、当海難審判所は、理事官髙木省吾出席のうえ審理し、

次のとおり裁決する。 

 

             主    文 

 

 受審人ｂの小型船舶操縦士の業務を１か月停止する。 

 受審人ａ１を戒告する。 

 

             理    由 

 （海難の事実） 

１ 事件発生の年月日時刻及び場所 

 令和５年６月８日０２時１９分半少し前 

 広島県能美島南方沖合 

２ 船舶の要目 

  船 種 船 名 押船Ａ         はしけＢ 
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  総 ト ン 数 １３６トン         

  全   長 １６.００メートル    ７２.００メートル 

  機関の種類 ディーゼル機関 

   出   力 １,３２３キロワット 

  船 種 船 名 モーターボートＣ 

  総 ト ン 数 ８.５トン 

  登 録 長 １１.９８メートル 

  機関の種類 ディーゼル機関 

   出   力 １８７キロワット 

３ 事実の経過 

  Ａは、平成２２年４月に進水した鋼製押船で、船体中央部に３層の

甲板室を有し、その最上層に操舵室を配し、同室中央に操舵スタンド

を、同スタンド左舷側に左からＧＰＳプロッター、１号レーダー、２

号レーダーを、同スタンド右舷側に機関コンソール、その前方に電子

海図システム及び船首方を撮影する監視カメラをそれぞれ備え、船長

ａ２及びａ１受審人ほか４人が乗り組み、船首３.４メートル船尾 

４.３メートルの喫水をもって、無人で空倉のまま、船首１.８メート

ル船尾３.４メートルの喫水となった鋼製非自航はしけＢの船尾凹部

に、その船首部を嵌合し、全長７６.５メートルの押船列（以下「Ａ

押船列」という。）を構成してその船首端から６３メートル後方、右

舷舷側から８メートル左方の操舵室上部にＧＰＳアンテナを設置し、

令和５年６月８日０１時３５分広島県呉港を発し、山口県徳山下松港

に向かった。 

  ａ１受審人は、航行中の動力船の法定灯火を表示して単独の船橋当

直に就き、ＧＰＳプロッター及び２マイルレンジとした１号レーダー

をそれぞれ作動させ、操舵スタンド後方に立って操船に当たり、０２
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時１５分半オエノウラ出シ灯浮標東方沖合を南下しているとき、右舷

船首４５度約１.５海里にＣの白、紅、緑３灯を初認した。 

ａ１受審人は、能美島と広島県倉橋島の間を西行するために右転を

開始し、０２時１７分半釣士田港釣士田防波堤灯台（以下「釣士田灯

台」という。）から２４１度（真方位、以下同じ。）１,６４０メー

トルの地点で、針路を２５３度に定めて自動操舵とし、１０.９ノッ

トの速力（対地速力、以下同じ。）で進行した。 

ａ１受審人は、定針したとき、Ｃが左舷船首１０度１,２６０メー

トルとなり、その後同船が前路を右方に横切り衝突のおそれがある態

勢で接近する状況であったが、自船は能美島南岸のかき養殖施設に寄

った針路で航行しており、相手船が自船より更に陸岸寄りを航行する

ことはないので、左舷船首方に見えた相手船とは左舷対左舷で無難に

航過するものと思い、Ｃに対する動静監視を十分に行わなかったので、

この状況に気付かず、同船に対して警告信号を行うことも、間近に接

近しても、衝突を避けるための協力動作をとることもなく続航した。 

ａ１受審人は、０２時１９分少し過ぎ船首至近にＣを認め、衝突の

危険を感じて機関を中立運転、右舵一杯として汽笛を吹鳴したものの、

及ばず、０２時１９分半少し前釣士田灯台から２４４度１.２０海里

の地点において、Ａ押船列は、船首が２７０度を向いたとき、原速力

のまま、Ｂの船首が、Ｃの右舷中央部に前方から３６度の角度で衝突

した。 

  当時、天候は晴れで風力１の北東風が吹き、潮候は下げ潮の初期に

あたり、視界は良好であった。 

  自室で休息していたａ２船長は、汽笛と機関の運転音の変化に気付

いて直ちに昇橋し、衝突の事実を知り、事後の措置に当たった。 

  また、Ｃは、船体中央やや後方に操舵室を設け、同室の前方及び後
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方に船室を有し、操舵室前部左舷側に舵輪、舵輪後方に操縦席、同前

方にＧＰＳプロッター、磁気コンパス、機関遠隔操縦装置を、同右舷

側にレーダーをそれぞれ備えたＦＲＰ製モーターボートで、ｂ受審人

が１人で乗り組み、商品の仕入れの目的で、船首０.２メートル船尾

０.９メートルの喫水をもって、同日０１時４０分山口県柱島港を発

し、呉港に向かった。 

  ｂ受審人は、航行中の動力船の法定灯火を表示し、レーダー及びＧ

ＰＳプロッターを作動させて、操縦席に腰を掛けて操船に当たり、倉

橋島の河川からの浮遊物を避けるために、できるだけ能美島に寄って

航行することとし、０２時０５分僅か過ぎ釣士田灯台から２３７度 

４.０５海里の地点で、オエノウラ出シ灯浮標の灯光と常ケ石埼の間

に向く針路を０５４度に定め、１２.０ノットの速力で手動操舵によ

り進行した。 

  ｂ受審人は、０２時１６分釣士田灯台から２４１度１.８５海里の

地点に至ったとき、右舷船首５度１.２海里に、Ａ押船列の白、白２

灯を初認した。 

  ｂ受審人は、０２時１７分半釣士田灯台から２４１.５度１.５５海

里の地点に達したとき、Ａ押船列が右舷船首９度１,２６０メートル

のところとなり、その後同押船列が前路を左方に横切り衝突のおそれ

がある態勢で接近する状況であったが、自船は能美島南岸のかき養殖

施設に寄った針路で航行しており、相手船が自船より更に陸岸寄りを

航行することはないので、右舷船首方に見えた相手船とは右舷対右舷

で無難に航過するものと思い、Ａ押船列に対する動静監視を十分に行

わなかったので、この状況に気付かなかった。 

  ｂ受審人は、Ａ押船列の進路を避けないで続航し、０２時１９分少

し過ぎ右舷船首至近にＡ押船列を認めたものの、どうすることもでき
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ず、Ｃは、原針路及び原速力のまま、前示のとおり衝突した。 

  衝突の結果、Ｂは、球状船首に修理を要しない擦過傷を生じ、Ｃは、

右舷中央部外板に破口を伴う凹損を生じ、のち廃船処理された。 

 

 （航法の適用） 

 本件は、夜間、海上交通安全法が適用される能美島南方沖合において、

西行中のＡ押船列と北上中のＣとが衝突したもので、同法には本件に適

用される航法規定がないことから、一般法である海上衝突予防法が適用

される。 

 Ａ押船列及びＣは、いずれも所定の灯火を表示し、互いに他の船舶の

視野の内にある航行中の動力船であり、互いに進路を横切り衝突のおそ

れがある態勢で接近したもので、両船ともに衝突を避けるために必要な

動作をとる時間的、距離的余裕があったものと認められることから、本

件は、海上衝突予防法第１５条の横切り船の航法によって律するのが相

当である。 

 

 （原因及び受審人の行為） 

 本件衝突は、夜間、能美島南方沖合において、両船が互いに進路を横

切り衝突のおそれがある態勢で接近した際、北上するＣが、動静監視不

十分で、前路を左方に横切るＡ押船列の進路を避けなかったことによっ

て発生したが、西行するＡ押船列が、動静監視不十分で、警告信号を行

わず、衝突を避けるための協力動作をとらなかったことも一因をなすも

のである。 

 ｂ受審人は、夜間、能美島南方沖合において、呉港に向けて北上中、

右舷船首方にＡ押船列を認めた場合、衝突のおそれの有無を判断できる

よう、同押船列に対する動静監視を十分に行うべき注意義務があった。
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しかし、同人は、右舷船首方に見えた相手船とは右舷対右舷で無難に航

過するものと思い、Ａ押船列に対する動静監視を十分に行わなかった職

務上の過失により、同押船列が前路を左方に横切り衝突のおそれがある

態勢で接近している状況に気付かず、Ａ押船列の進路を避けずに進行し

て同押船列との衝突を招き、Ｂ、Ｃ両船にそれぞれ損傷を生じさせるに

至った。 

 以上のｂ受審人の行為に対しては、海難審判法第３条の規定により、

同法第４条第１項第２号を適用して同人の小型船舶操縦士の業務を１か

月停止する。 

 ａ１受審人は、夜間、能美島南方沖合において、徳山下松港に向けて

西行中、左舷船首方にＣを認めた場合、衝突のおそれの有無を判断でき

るよう、同船に対する動静監視を十分に行うべき注意義務があった。し

かし、同人は、左舷船首方に見えた相手船とは左舷対左舷で無難に航過

するものと思い、Ｃに対する動静監視を十分に行わなかった職務上の過

失により、同船が前路を右方に横切り衝突のおそれがある態勢で接近し

ている状況に気付かず、警告信号を行わず、衝突を避けるための協力動

作をとることなく進行して、Ｃとの衝突を招き、Ｂ、Ｃ両船にそれぞれ

損傷を生じさせるに至った。 

 以上のａ１受審人の行為に対しては、海難審判法第３条の規定により、

同法第４条第１項第３号を適用して同人を戒告する。 

 よって主文のとおり裁決する。 

 

  令和６年３月２６日 

    広島地方海難審判所 

            審 判 官  岩  﨑  欣  吾 


